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令和５年度第１回伊勢原市国民健康保険運営協議会 
 

[事務局] 保険年金課 
[開催日時] 令和５年１０月２０日（水）午後７時～午後８時４０分 
[開催場所] 伊勢原市役所２階 ２Ｃ会議室 
[出席者] 
（委員）御領会長、大川副会長、堀澤委員、野地委員、井上委員、髙橋委員、 
    二宮委員、宇賀神委員 
（事務局）髙橋健康づくり担当部長、鎮目保健福祉部参事兼保険年金課長、 

森国保係長、萩原主査、坂本主査 
[公開可否] 公開 
[傍聴人] なし 
 

《議事の経過》 
 

―開会―  
 

【事務局】  ただいまより、令和５年度第１回伊勢原市国民健康保険運営協議会を
開会します。 
 本日は、定数９名に対しまして出席者８名となっております。過半数を超えており
ますので、伊勢原市国民健康保険運営協議会附則第３条の規定に基づき、本日の協議
会が成立しておりますことを申し上げます。 
 開催に先立ちまして、説明事項が１点ございます。会議内容につきましては、原則
公開となっております。会議当日の傍聴人による傍聴や、会議録は市のホームページ
で公開の取扱いとなっておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 
 本日は、傍聴人はおられませんことを御報告申し上げます。 
 それでは、会長より御挨拶を頂戴したいと思います。 
【会 長】  それでは、会長・副会長を代表いたしまして一言御挨拶申し上げます。
本日は、お忙しい中、この遅い時間においでいただきまして、ありがとうございます。
今年は、伊勢原市の国民健康保険データヘルス計画と、それから、第３期特定健康診
査等実施計画の計画期間の最終年度ということで、こちらの改定作業を行っていると
いうことでございます。 
 また、昨今の社会情勢や市の財政運営状況などに鑑みまして、国民健康保険税の税
率の見直しを行うという、そういうことが当協議会の主要議題になると伺っておりま
す。 
 まずは、本日、１回目ということでございますが、皆さんから活発な御議論をいた
だいて、御意見を頂戴しながら進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお
願いいたします。 
 
【事務局】  ありがとうございました。それでは、会議次第に沿って進めさせてい
ただきたいと思いますが、ここで資料の確認をさせていただきたいと思います。 
 （資料の確認） 
それでは、次第の３、議題に入りたいと思います。議長につきましては、通例によ

り会長がなることとなっておりますので、会長、よろしくお願いいたします。 
【会 長】  それでは、これから順番に議事を進めてまいりたいと思います。 
 まず、議事の３番、議題の（１）番、伊勢原市国民健康保険の財政運営状況という
ことでありますが、その中の国民健康保険加入状況について、まず御説明をお願いい
たします。 
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【事務局】  それでは、私のほうから御説明します。お手元の資料１、伊勢原市国
民健康保険の財政状況を御覧ください。１ページになります。まず、項番１、国民健
康保険加入状況でございます。令和５年１０月１日現在の状況を中心に御説明します。 
 ①の加入世帯につきましては、１万２,２０９世帯で、前年と比べて５１３世帯減
少しております。 
 ②の加入者数につきましては、１万７,９８７人で、前年と比べて１,０９７人減少
しております。 
 ③の加入者の年齢構成につきましては、左側の年齢区分ごとに御説明しますが、ゼ
ロ歳から６４歳までの加入者は、前年と比べて４６４人減の９,７７８人、６５歳か
ら７４歳の加入者――いわゆる前期高齢者と言われる方につきましては、前年と比べ
て６３３人減の８,２０９人になります。加入者全体の４５.６％を前期高齢者が占め
ているということになります。また、７０歳以上の加入者だけで見ても、５,１９２人
と、全体の２８.９％を占めております。割合としましては減少しつつありますが、高
齢者の加入割合は高くなっております。 
 ④の資格取得喪失の状況につきましては、ここ数年、資格取得より資格喪失の届出
が多く、被保険者数が減少しております。主な減少要因は、１つには、後期高齢者医
療制度への移行がございます。令和３年度以降、年間１,０００人以上の方が後期高
齢者医療制度に移行しておりまして、もう既に団塊の世代が移行しているところでは
ございますが、今後も３年間は団塊の世代の方が毎年約１,０００人以上、後期高齢
者医療制度に移行すると推測しております。 
 また、令和４年度につきましては、社会保険加入要件の拡大の影響もございまして、
社会保険加入による喪失が急増しております。 
 以上が、国民健康保険加入状況の説明でございます。 
【会 長】  ありがとうございます。それでは、区切って１つずつ確認をしていき
たいと思いますので、まず、このページに関しまして何か御質問等ありましたら、お
願いします。後ほど、併せて確認した後、全体的な御質問ももちろん大丈夫と思いま
すので、一つ一つ、まずは確認したいと思いますが、いかがでしょうか。 
 よろしいでしょうか。それでは、後ほど併せまして何かありましたらお願いいたし
ます。 
 では、引き続きまして、財政状況のほうに移ってまいりたいと思います。こちらも
引き続き、御説明のほう、よろしくお願いいたします。 
【事務局】  それでは、続きまして、資料２ページ、項番２の財政状況①、令和４
年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計決算を御覧ください。歳入と歳出でそれぞれ
御説明します。各予算項目ごとに、令和４年度決算額、３年度決算額、前年度決算比
較、主な増減理由等を記載してございます。なお、決算額につきましては、１,０００
単位で表示をしています。 
 それでは、表の左側、歳入から御説明させていただきます。まず、国民健康保険税
につきましては、１８億６,５１７万１,０００円で、前年度と比較して７,６９５万
３,０００円の減になります。主な減額要因としましては、被保険者数の減少に伴う
減でございます。また、収納率につきましては、現年度課税分では、前年度から１.２
３ポイント増加の９４.８７％で、県内１９市中４位となっております。一方、滞納繰
越分は６.９５ポイント減少の２０.４５％でございました。 
 次に、国県支出金につきましては、６４億４５８万８,０００円で、前年度と比較し
て、４億２,６３４万４,０００円の減になります。主な減額要因としましては、災害
臨時特例交付金は、新型コロナウィルス感染症に係る交付金が廃止となりましたこと
から、１５３万４,０００円の減、保険給付費等交付金は、保険給付費である療養給付
費・高額療養費等に必要な費用が県から交付されるものになりますが、令和４年度は
被保険者数の減、そして、１人当たり医療費の減により、４億２,４８３万２,０００
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円の減になります。 
 次に、繰入金につきましては、１１億４,７７９万４,０００円で、前年度と比較し
て１億３,５８０万７,０００円の増になります。主な増加要因としましては、一般会
計からの繰入金では、保険基盤安定繰入金が５４５万７,０００円の増、職員給与費
等繰入金が７４９万９,０００円の増、その他繰入金が７,０２７万３,０００円の増
になります。基金からの繰入金は、取崩額の増により５,１００万円の増になります。 
 次に、繰越金につきましては、１億８,３９８万５,０００円で、前年度と比較して
３,６０５万４,０００円の減になります。令和３年度の決算剰余金の減によるものに
なります。 
 次に、その他収入につきましては、４,４８７万８,０００円で、前年度と比較して
１,０７４万５,０００円の減になります。主な減少要因としましては、被保険者から
の返納金が７９５万７,０００円の減、国保事業費納付金返還金が５３０万１,０００
円の減になります。 
 歳入の合計は、９６億４,６４１万６,０００円で、前年度と比較して４億１,４２
８万９,０００円の減になります。 
 右側の歳出を御説明します。総務費につきましては、職員給与及び保険証更新、保
険税賦課事務などの国保の事務に係る支出でございますが、１億５,１１６万６,００
０円で、前年度と比較して７７４万７,０００円の増になります。主な増加要因とし
ましては、職員配置替え等により、職員給与費が７４７万１,０００円の増になりま
す。 
 次に、保険給付費につきましては、６３億１,５６６万円で、前年度と比較して４億
３,９５９万２,０００円の減になります。主な減少要因としましては、先ほど歳入で
御説明いたしましたが、被保険者数の減、それから１人当たり医療費の減により、療
養給付費・高額療養費等が４億４,１０８万８,０００円の減になります。 
 なお、保険給付費のうち出産育児一時金、葬祭費などを除く部分につきましては、
先ほどの歳入、保険給付費等交付金として県から交付がされるものになります。 
 次に、国民健康保険事業費納付金につきましては、２７億６,９１１万６,０００円
になります。この納付金は、保険給付費等交付金などの財源となるもので、県が医療
給付費等の見込みを立て、医療費水準や所得水準を考慮して、市町村ごとに決定、そ
して提示されるものになります。 
 次に、保健事業費につきましては、９,８３４万１,０００円で、前年度と比較して
４７９万６,０００円の増になります。主な増加要因としましては、特定健康診査の
受診者数の増加に伴う健診業務委託料の増、それから、人間ドック利用助成者の増加
に伴う助成金の増によるものです。 
 次に、基金積立金につきましては、１億５,３９９万３,０００円で、前年度と比較
して３,６０５万６,０００円の減になります。主な減少要因としましては、令和３年
度の決算剰余金の処分に伴う基金積立金の減になります。 
 次に、その他支出金につきましては、１,４８１万９,０００円で、前年度と比較し
て２２万５,０００円の減になります。主な減少要因としましては、保険税還付金の
減によるものです。 
 歳出の合計は、９５億３０９万５,０００円で、前年度と比較して３億７,３６２万
４,０００円の減になります。 
 よって、令和４年度の収支結果としましては、歳入の合計９６億４,６４１万６,０
００円から、歳出の合計９５億３０９万５,０００円を差し引いた、１億４,３３２万
１,０００円の剰余金が生じております。 
 以上、令和４年度決算の説明でございます。 
【会 長】  ありがとうございます。それでは、またここで区切らせていただきま
して、質疑応答がありましたら、お願いしたいんですけれども。いろんな御質問でも
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結構ですので、もし何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。 
 かなり細かくなっておりますので、いろいろ分からないところなどの御質問でも、
どしどし出していただいたらよろしいのではないかと思います。 
【委 員】  よろしいでしょうか。質問というか、疑問というかですけれども、保
険給付費等交付金とかの部分で、１人当たりの医療費が減っているとか、あと、高額
療養費が減っている。実際、減っているんでしょうか。何でですか、これは、ここへ
来て。 
【事務局】  年齢構成別で見ますと、１人当たりにかかる医療費というのが、高齢
者のほうが高くなってくるんです。そうすると、高齢者が抜けていくと、要は全体の
高い人たちが抜けるので、１人当たりが低くなってくると。先ほども御説明したんで
すが、後期高齢者のほうに移行する方が多いですので、そういう方が抜けて、入って
くるほうも少ないですので、そうすると１人当たりにすると、平均が下がってくると、
そういう状況になっています。 
【委 員】  平均的にそうなるということですか。 
【事務局】  そうですね。 
【委 員】  また上へ上がっていくから、同じような気もするんだけれども。 
【事務局】  そうですね、逆に後期高齢者、もう７５歳以上の方だと、１人当たり
８０万ぐらいは超えているんです。県ごとで見たりすると、１人当たり１００万円ぐ
らいかかっていたりとか。ただ、国保の全体の１人当たりの医療費が今幾らぐらいか
といいますと、２８万５,０００円です、被保険者全員の平均が。ただ、６５歳以上
と、高齢になってくると、だんだんそれが上がってくる。 
 そうしたことから、高い方たちが抜けていくと、もちろん、被保険者数全体もちょ
っと減っているんですけれども、３年度と４年度を比較しますと、増減で１人当たり
６,６００円ほど、今、４年度の決算上は低くなったということでございます。 
 一番見ていただきたかったところもそうなんですが、保険給付費のところが４億減
少しております。これは明らかに、被保険者数が減っているので、すごく減っている
んです。ただ、この医療費というところは、給付費については、今、神奈川県で支払
った金額はそのまま交付金という形で出るようになっているので、そこは増えたり、
減ったりしても、それに比例して、交付金のほうで補塡されるという仕組みになって
います。３０年のときに大きな制度改正があって、財政主体が神奈川県になりました
ので。 
 それ以前は、市が管理をしていたので、例えばはやり病みたいなものになってしま
うと、給付費がすごく増えて、その財源をどうしようとか、そういう心配があったん
ですけれども、今は増えても、増えた分は神奈川県からもらえるという、その歳入と
歳出で、歳入の分の交付金、今言われた保険給付費等交付金と、あと歳出の保険給付
費というのは連動している、そういった状況になっています。 
【会 長】  ありがとうございます。 
【委 員】  すみません、そうすると、要は、一方、被保険者の減少、それに伴う
保険給付費の減も、俗にいう団塊の世代が一気に７５歳になる。自分は７６なんです
けど、そういうところは、これから３年、４年間はこの減少は続くということですね。 
【事務局】  その後、少しずつ減るんですけれども、実は団塊ジュニアというのが
まだちょっと控えていまして、また十何年たつと、１,５００人ぐらい、また１つの年
代で増えてくるとは思いますが、今のところは第１段階で団塊の世代、５年間分ぐら
いあるんですけれども、それが今ちょうど移行している最中になります。 
【委 員】  そうすると、この保険給付の１人当たりの減もシステム的な減額であ
って、要するに皆さんが元気で病気しないようにという効果という部分は、見えると
ころがないんですよね、比較的なものができるかどうか。全体的に未病ということで、
健康になりましょうと。そういう形でやっているわけですね、医療費が上がらないよ
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うに。それの効果というのは、この部分でシステム的な効果しか見れないので、具体
的にはなかなかそれが見れないですよね。 
【事務局】  そうですね。ただ、先ほどの、１人当たりにしたときに、やはり、ど
の年代でも、医療にかからなくなれば下がってくると。そういったところで、医療費
が下がってきたかなと測ることは、１つの測る方法かなとは思いますけれども。 
 やはり先ほども言いましたが、高齢になってくると、１人当たり医療費が比例して
上がってくるんです。そういった方たちが、病院もかからなくなるような、介護事業
とかもそうなんですけれども、保健事業のほうでも、病気になる前の予防事業。後で
また出てくるんですが、特定健康診査とかといった保健事業は、やはり医療費削減の
ための事業でもございますので、そういったものを、やっぱり強くやっていかないと
いけないというふうには考えています。 
【委 員】  よろしいですか。 
【会 長】  どうぞ。 
【委 員】  現在、伊勢原市の状況の確認はしているんですが、伊勢原市の一般被
保険者の医療費の順位というか、どのくらいの位置なんでしょうか、県内で。 
【事務局】  資料がないんですけれども、県内でいくと、やはり東海大さんなど、
大きい病院があるという影響がありまして、１人当たりは少し高くなっていると思い
ます。 
【委 員】  ありがとうございます。それと、これ、一般の被保険者が国保に入ら
ないで、今健康なお年寄りが増えているので、普通に就業して、社会保険に加入して
いる方がどんどん増えてきているのが、この減少に影響しているということですか。 
【事務局】  そうですね、資料、先ほどのところをもう一度見ていただくと分かる
んですが、１ページの一番下の④の資格喪失の状況で、そこの表の喪失のところに、
再掲で社保加入というのが、社会保険加入で抜けた方になるんですが、令和４年度は
３２１人、前年から増えているんです。その前の年は１３人でしたので、ここがちょ
っと急激に４年度増えてきて、じゃあ、何があったかといいますと、社会保険の適用
拡大が令和４年の１０月にありまして、従業員数が５００人以上が社会保険適用だっ
たものが、１００人以上が適用ということになったので、小規模の方でも社会保険に
入らなければいけなくなった。 
 それと、あと期間も、１年以上勤める場合だったものが、２か月以上というふうに
変わったので、３か月ぐらい勤める予定でも、社会保険に入らなければいけなくなっ
た。そういったところもあって、ちょっと急激に増えたのかなと思っております。 
【委 員】  ある程度の年齢の方が移行する方が増えるということですね。一般の
若い方はもともと社保に入っているから、その率はあまり変わらないと思うので、そ
れは国保の財政にとってはプラスになるんですか。高齢、６５とか、７０ぐらいまで
の方が社保に移行したりすることが多くなるということは、国保財政にとってのメリ
ットというのはどうなんですか。 
【事務局】  それは、逆にデメリットであるかなと思うんです。それは、お勤めの
方というのは、ある程度の所得が見込まれる方なんです。そういう方が国保を抜けて
いく。 
【委 員】  保険税に影響しますか。 
【事務局】  そうなんです。そうすると、保険税に所得割という、所得に応じて掛
けている部分が取れなくなる。そうすると、やはり保険税の収入はちょっと減るのか
なとは思っています。 
【委 員】  ありがとうございます。 
【委 員】  よろしいですか。 
【会 長】  どうぞ。 
【委 員】  外国人の加入率、それと、国保税を払っているかどうか。外国人の加
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入は確実に増えていると思うんですけど、どうなんですか。例えば、かなり国保を使
っているというところがあるかなと思ったんですけど。 
【事務局】  外国人が、今、令和５年４月１日現在で、４２１人います。だから、
１万９,０００人のうちの……。 
【委 員】  ４００人。 
【事務局】  比率ではそんなに多くはない。その方たちが保険税をちゃんと払って
いるかというのは、外国人だけで統計はとっていないものですから、ちょっと何とも
言えないんですが、現年度分の収納率のほうは口座引き落としとか、やはり一番確実
に収納できるのは口座振替です。そういうのをすごく今、積極的にやっていますので、
今９４.７％です。大分収納率も高くなっていますので、それなりに皆さんから納税
いただいてはいると思います。 
【委 員】  ありがとうございます。 
【会 長】  それでは、いかがでしょうか。よろしいですか。では、また後ほど併
せて、ありましたら、よろしくお願いいたします。 
 それでは、次のページ、進捗状況です。特別会計の進捗状況について、よろしくお
願いいたします。 
【事務局】  それでは、続きまして資料３ページ、項番３の令和５年度の進捗状況
になります。 
 ①の表につきましては、税率に関するものでございまして、縦の列、課税区分が３
区分に分かれております。上から医療分、後期高齢者支援金分、介護分と、それぞれ
３つございます。右側の列につきましては、左から所得割、資産割、均等割、平等割
とあります。資産割は、平成３０年度の税率改正の際に廃止しておりますので、現在
は、所得割、均等割、平等割の３つを足したものが１年間の税額となります。 
 なお、課税の際は世帯単位となりますので、所得割と均等割は被保険者１人ごとに、
平等割は１世帯で１回計算したものを合計して、納税義務者となる世帯主に課税がさ
れます。また、左側の課税区分欄の上から１つ目・２つ目の医療分と後期高齢者支援
金分につきましては、加入者全員に課税がされます。３つ目の介護分につきましては、
４０歳以上６４歳までの方、いわゆる介護保険法の第２号被保険者として課税がされ
るものです。一番右側に課税限度額とありますが、所得の高い人の負担が過大になら
ないよう、また、保険給付の受益に配慮いたしまして、年間の課税限度額が設けられ
ております。 
 一番上の医療分につきましては６５万円。これは、左側の所得割、均等割、平等割
を足しまして、どんなに計算しても６５万は超えないということでございます。それ
ぞれ、後期高齢者支援金分が２２万円、介護分が１７万円となりますので、所得がと
ても多い方でも、最高１０４万円が上限ということになります。 
 ②の国民健康保険税の収入状況につきましては、９月末の状況でございます。現年
度課税分の調定額は１７億２,９５８万９,２００円で、収入済額は７億３,４０１万
３,９６３円で、収納率は前年同月と比較いたしますと、０.０８ポイント減の４２.
４４％となっております。 
 ③は、今年度の税額が最初に確定した７月の本算定の時点における調定額を基に算
定した１人当たり保険税額の状況になります。令和４年度から税率を変更しておりま
せんので、大きな変動はありませんが、３つの区分全てで減少しております。 
 ④の保険給付費の支出状況につきましては、直近の状況でございます。合計欄を御
覧ください。一般被保険者の療養給付費は前年同期と比較して増加となっています。
全体でプラス１.１４％、金額では、約３,１５３万円増加となっております。 
 その下の一般被保険者の高額療養費につきましても、療養給付費と同様に、前年同
期と比較して約２,６５２万円増加しております。 
 なお、令和５年度の予算におきましては、被保険者数の減少を見込みましたことか



- 7 - 

ら、療養給付費、高額療養費、共に前年度予算よりは減少すると見込んでおります。 
 今年度の決算見込みとしましては、令和４年度決算額と比較すると、増加となる見
込みとなっておりますが、今のところ、予算の範囲内で収まるのではないかと考えて
おります。 
 ⑤の特定健康診査・特定保健指導の状況――これは速報値になりますが、特定健康
診査の受診率、特定保健指導の実施率、共に令和４年度は前年度実績を上回る見込み
でございます。 
 以上、令和５年度の進捗状況の説明でございます。 
【会 長】  それでは、またここで一旦、質疑応答に入りたいと思います。こちら
のページで御質問したいこと等ございましたら、よろしくお願いいたします。 
【事務局】  ちょっと補足をいたしますが、令和４年度は、保険給付費がすごく、
４億円下がったというところだったんですけれども、現在、４年度から比べると、若
干増加しているような状況がございます。それを考えますと、４年度の低かったのは、
コロナの影響もちょっとあったのかなとは考えられるところです。 
 今、インフルエンザがはやっているというところもあって、６４歳以下の方は増え
ていると。高齢者、６５歳以上の方は人数も減っていることもあって、結果、減少に
なっているのかなと思うんですが、今のところ、そんな状況かなとは分析はしており
ます。 
【会 長】  そうすると、この後の残りの月も、去年よりは上がってくるかなとい
う予想があるということですね。 
【事務局】  そうですね、ただ、金額自体が大きいものですから、半年の間で３,０
００万ぐらいの増加でとどまっていますので、そんなに大きく増加するというのは、
全体から見たら、パーセントでいったら１％ぐらいとか、その程度なのかなとは思っ
ています。 
【会 長】  いかがでしょうか。 
【委 員】  よろしいですか。５番の特定健診の受診者数とか、今コロナの影響と
かいう話も出ていましたが、その４年度の前、コロナは３年半ぐらい、かなり感染拡
大していますが、その辺の年の状況から比べて４年度というのはどうだったんでしょ
うか。 
【事務局】  ４年度は回復をしておりまして、これは前年度から特定健康診査が３.
９ポイント増と。要は３年度が３５.１％、その前の２年度は３４.６％、３１年度が
３５.７％。なので、大体３５％前後を推移していた経過があるんですけども、２年
度、やはりコロナの影響で下がりました。ただ、そんなに大きくは下がってないんで
すけれども、それが３年度になり、少し回復し、それで４年度は３.９ポイントを増加
して、３９.２％ですので、実は平成２０年度から特定健康診査が始まっているんで
すけれども、その中でも過去の中で最高の受診率に４年度はなっています。 
【委 員】  コロナの影響と、行政の方々の特定健診を推進していることが大きな
影響があるんだと、どちらのほうが大きいですか。 
【事務局】  ４年度につきましては、まだ未受診の方の新たな開拓といいますか、
そういった事業を２つほどやっていまして、それが大きく影響していると思っていま
す。１つは、神奈川県が実施している未病の促進事業というか、コホート事業という
んですけれども、今の状態が病気なのか、健康なのかという、そこの境みたいなとこ
ろを数値化しようみたいな、そういう受診した人の健康状態を追跡していって、よく
なった、悪くなったみたいな、そういうのを研究する事業があるんです。 
 未病コホート研究ってあるんですけど、そこと一緒に特定健診の項目は決まってい
るんですけれども、その県の事業に参加しませんかと呼びかけるときに、特定健康診
査も一緒にやってもらうということで、未受診者の人に受診勧奨しまして、その方た
ちを新規にプラスで取り込めたと。 
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 それから、あともう一つは、年度末の日曜日に集団健診を行いまして、今まで、３
年度とかもやる予定ではあったんですが、コロナもあって、中止にしたりとかしてい
て、ようやく４年度、実施ができまして、その方たちも新規にプラスで加算できたの
で、その影響が４年度は大きかったと思います。 
 今年、５年度も同じように、その神奈川県の事業と一緒にやることと、あと年度末
の集団健診をやる予定でおります。 
【委 員】  介護のほうでちょっと見たのかも分からないですけど、神奈川県の平
均よりも、特定健診の受診者数はかなり多いというようなデータを見たような気がす
るんですが、お医者さんも含めて特定健診、多くの受診者がやっていただければ、ト
ータル的な財政状況の改善は望めるのかなと思います。ぜひ今後ともよろしくお願い
いたします。 
【事務局】  ありがとうございます。今ちょっとお話があったんですが、市で、１
９市の中で４年度は２番目に受診率が高いという状況でございます。 
【委 員】  ちょっと教えていただきたいんだけど、先ほどの医療費とか、そうい
うものというのは、最終的に県から来るということでしたけど、今の特定健診とかド
ックなんかは、これは市の持ち出しですか。 
【事務局】  全額市ではなくて、特定健診のほうは負担金という、国の補助が半分
ぐらいあります。 
【事務局】  ５,０００円とか、８,０００円。 
【事務局】  特定健康診査を実施すると、１回１万５,０００円ぐらいなんですが、
その半分ぐらいの補助が下ります。人間ドックも特定健診の一環でやっていますので、
２万円は出しているんですけれども、特定健診と同じ金額の補助が受けられる形で、
今は認められています。 
【委 員】  人間ドックの２万円の補助はどこから来ているんですか。 
【事務局】  市から出しているんですが、特定健診と同じ項目をやっているという
みなしになりますので、そこのうちの特定健診分の補助金というのはいただけること
になります。 
【委 員】  私の勝手な疑問だけど、何かやっぱり、もちろん、未病を県知事も推
しているわけだから、それを進めるのはよく分かるし、それが正しいのもよく分かる
けれども、それを推せば推すほど市の負担が増えていくんじゃないのかなと、むしろ
受診してくれたほうが、結果的に市の負担は少なくなるんじゃないのかなと、そんな
疑問を感じたんだけど。 
【事務局】  本当、長い目でというのもおかしな話ですが、これを推進することで、
医療費が下がるという考えでやっていますので。だから、ちょっとそこを、実際にど
うだったのかと言われると、特定健診なんかを始めた頃も、逆に病気が見つかって、
医療費が上がったとか、そういう話もあったりしたときもあったんです。 
 やはり、生活習慣病に起因する病気というのは、本当に医療費の大半を占めていま
すので、やっぱりそこを健診事業で早めに、早めに見つけて、早期治療につなげてい
くということが、医療費を下げるための本当に力を入れなきゃいけないところだとい
う部分、やはりどんどんやっていかなくてはいけない。確かに、全額補塡されません
ので、やれば、やるほど市の負担は増えます。 
【委 員】  そうですよね、やっぱりね。 
【事務局】  一時的には、見た目は増えるとは思います。 
【委 員】  私はちょっと知っている限りでいうと、大田区なんかは、特定健診が
結構進んでいるらしいですけれども、全部、それぞれの人に対して、項目を役所のほ
うで全部打ち込んできて、それを患者さんが持ってきてやるような形なので、ほとん
ど診療所とか病院に負担がかからないわけです。だから、多分動きやすいんだろうな
と思っていて。でも、やっぱり、それは市町村の負担が増えることであるのかなと思
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うので、なかなか全部進めるわけにはいかないなと思うんですけど。 
【事務局】  そうですね。要は受診票のことでしょうか。ちょっと記載の仕方が市
町村でも若干違うみたいなので、その辺は他市の状況とか、そういうお話を聞きなが
ら、見直しはできるのかなとは思うんですが、御意見としてお受けいたします。 
【会 長】  ありがとうございます。それでは、時間も押しておりますので、次に
行ってよろしいでしょうか。後ほど、またありましたら、よろしくお願いいたします。 
 ４番の御説明をお願いいたします。 
【事務局】  それでは、資料の４ページになります。項番４国民健康保険税改定の
方向性ですが、ちょっと資料の説明に入る前に、前段で触れさせていただきたいんで
すが、今、国保の加入状況、それから財政状況を説明させていただきました。被保険
者が減少していると。それから、税収も減少している。基金のほうも、取崩しと、あ
と一般会計からの繰入金、これがちょっと増加していると、そういった状況でござい
ます。 
 これまでも、国保事業を運営していくに当たりましては、毎年、財政収支のバラン
スを勘案して、何とか事業運営を行ってきたところではございますが、今後の国民健
康保険事業を持続的・安定的に運営していくためには、ここで皆様に御意見を伺わな
くてはならない。具体的には、保険税率の引上げの検討をしなければならない状況か
なというところでございましたので、今回、詳細を、詳細といいましても、本当にざ
っくりとしたイメージになってしまうかと思うんですが、御説明させていただきます。 
 それでは、資料の４ページになります。まず（１）の被保険者数の推移です。減少
しているというお話をさせてもらっていますが、令和２年度以降、毎年５００人以上
減少しております。特に、令和５年度は、団塊の世代が後期高齢者医療制度に移行し
始めたというところもございまして、１,１０４人と減少が大きくなっております。
今後も、短時間労働者の社会保険の適用拡大、これが令和６年の１０月に予定されて
います。それから、後期高齢者医療制度への移行などもありますので、被保険者の減
少傾向は続くものと考えられます。 
 次に、国保財政に大きく影響する科目である「国保税収入」と「事業費納付金」の
推移です。（２）と(３)のところの御説明です。(２)の「国保税収入の推移」になりま
すが、国保税は、賦課する際の要素として所得に応じて賦課する「所得割」、被保険者
全員に定額で賦課する「均等割」、１世帯に対し定額で賦課する「平等割」、この３つ
を合算して国保税となります。「所得割」におきましては、１人当たり所得額が若干で
すが、増加しているところはあるんですが、被保険者数が大きく減少しておりますの
で、収入額が減少しております。令和３年度、４年度、５年度、どれもマイナス、ど
んどん減っているという状況でございます。 
 次に、（３）の「事業費納付金の推移」でございます。この事業費納付金ですが、県
内の市町村が、先ほどの療養給付費は県が払っているというお話をしましたけれども、
その分を県に伊勢原市として幾らというふうに支払っているものになります。そのお
金を基に、神奈川県は市に交付金という形で逆に還元する、そういう仕組みになりま
すので、その財源となるものが事業費納付金ということになります。これは、各市の
被保険者数とか、所得の情報、それから医療費の情報等を基に、神奈川県が県全体の
金額を決定して、市町村ごとに案分をして、伊勢原市は、幾らですよという形で示さ
れるものです。 
 事業費納付金の中にも、「医療費分」と「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」と
３つあるんですけれども、これは全部合算した金額になります。 
 その中の医療費分というものは、医療費が下がってくれば、当然医療費にかかる納
付金分も下がるという理屈があるんですけれども、実際は、神奈川県の中で基金を取
り崩したりとか、あと前年度の国からもらっているお金の精算をしたりとか、そうい
うやりくりを毎年しておりまして、結果的には、令和４年から５年にかけて、１億ぐ
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らい増えている状況でございます。 
 こうしたように、保険税収は減少しています。事業費納付金は増加しています。こ
れは、歳出超過の状況の中で、本市では財政調整基金と一般会計からの補塡、繰入金
を活用して事業運営をしてまいりました。 
 次に、（４）のそのうちの財政基金の推移になります。表の３行目の部分、網掛けに
なった部分が、各年度の保有残額になります。令和３年度末は６億７,４００万円ご
ざいました。毎年取り崩す額は一番上のところです。額が少しずつ増えていまして、
令和５年度の末、今年度末は３億６,２００万円、予算のほうで撮り崩す予定にして
おりますので、保有の残額は今年度末、２億４,８００万になる見込みとなっていま
す。 
 その横、令和６年度の予測をしたときに、やはり歳出超過があるということで、基
金の取崩しはせざるを得ない状況でございますので、残った金額、全てを取り崩すと、
基金はゼロになってしまうと、今、そういった状況でございます。 
 基金につきましては、幾らぐらい保有していたらよろしいのかといいますと、神奈
川県のほうの方針といいますか、指導の中では、保険税の調定額の５％以上を推奨し
ておりまして、伊勢原市の場合は大体８,６００万円ぐらいは、最低でも確保してお
いてくださいという方針ではございます。 
 次に、右側の（５）「基金等の活用」について、御説明します。今、基金の御説明を
しましたが、基金と、実は一般会計からの補塡金である繰入金というものを活用して、
補ってきたという、その内容でございます。この集めるべき保険税額というのは、事
業費の歳出から国県支出金とか、一般会計からの法律で決まっている繰入金というの
もございまして、それを差し引いた、保険税で集めなければいけない金額が一番上の
欄です。 
 ｂのところは、それに対して、今保険税を幾ら集められているのかというのが、２
行目になります。そうすると、それを差し引いた金額がちょっと不足している額とい
うことで、実は令和３年度のときから不足の状態は続いております。ただ、それを、
まだ基金が大分ありましたので、それを活用して、何とか保険税を上げずに今までし
のいできたというところでございます。 
 しかしながら、令和６年度の基金も残額が２億４,０００万、一般会計からも同額
ぐらいをもらったとしても、一番下の右のところ、枠外のところですが、本当にこれ
はざっくりの計算なので、まだ繰越金とか、３,０００万でしか計算していませんの
で、未確定な部分が多いんですけれども、１億５,０００万ぐらいは足りないんじゃ
ないかなと、これだと予算が組めないかなと、そういった内容になります。 
 （６）になりますが、これは「近隣市の状況」です。それぞれで保険料、保険税の
率というのが違いますので、それを１人当たりの保険税の額で比べたものなんですが、
令和４年度では、伊勢原市は１９市中１４番目。一番高いところだと、１人当たり１
４万円弱ぐらいもらっているところもあるし、一番低いところだと、９万３,０００
円ぐらい。結構差が出たりしているんですが、伊勢原市はどちらかというと真ん中よ
りも下ぐらいの賦課をしているという状況です。 
 （７）になりますが、これまでの税率改正をしてきた経過ということで、過去、平
成１８年度には結構大幅な引上げをしていまして、２０％の引上げ、２０年度は７％
の引下げ。これは、ちょっと状況を見て、多分引き下げたんだと思います。２５年度
には、やはり不足になってきたということで、９％引き上げ。平成３０年度は、ここ
で制度改正が大きくあったときなんですが、このときは資産割を廃止するということ
で、通常だと、資産割が減るということは、その分を上げなきゃいけないはずなんで
すが、基金とか収入の状況も見た中で、結果的には若干の引下げという形で落ち着い
ております。 
 以上、御説明したとおり、財政調整基金の残がないという見込みで、保険税率の引
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上げをしなきゃいけないかなという感じがあるんですけれども、改正に当たりまして
は、今、非常に物価が上がっていると、皆さん、負担も増えているというところもご
ざいます。県に納める納付金が幾らになるかというのが、単独の市で計算が難しいも
のですから、今計算をしている最中で、来月の１１月末頃になってしまうかもしれな
いんですが、それによって、もし下がるようであれば、その不足額ももちろん減って
きますし、上がるようであれば、さらに悪化すると。そこが、今、現時点だと、皆さ
んにお示しできないところなんですが、そういった数字が出てきたら、また皆さんに
御意見を伺えればなという状況でございます。 
【会 長】  ありがとうございます。１人当たりのベースで見ると、医療費の負担
というのは軽くなっているというお話、前段であったわけですけれども、全体として
見たときには、これから先の財政状況というのは結構厳しい見通しであるということ
ですね。ありがとうございます。 
 では、このページの状況に関しまして、それ以前の資料等も併せて見ていただいて
いいかと思いますので、御質問等ありましたら、よろしくお願いしたいと思います。
どうぞ。 
【委 員】  １年間の歳入と歳出の差で剰余金というのが出るじゃないですか。そ
の剰余金というのは基金に行くんじゃなくて、次の年の繰越しみたいに入れるという
か、基金に行くわけじゃないんですか。 
【事務局】  そうですね、基本的には、決算で余ったお金については、一旦基金に
積みますが、ただ、予算を組むときに、やっぱり歳入のところに基金から幾ら取り崩
すというようなのを入れますので、剰余金については、基本的には基金のほうに積み
ます。先ほどお話ししたように、医療費、療養給付費は、不足が見込まれても、県か
らももらえるからというので、特に今意識しなくなったんですけれども、昔は医療費
が足らなくなったから、前年度の剰余金を少し入れようかとか、そういうのはあった
ときもありますけれども。 
 基本的には、余ったお金は基金のほうに積む方針であります。 
【会 長】  それなのにゼロになっているのは、どういうことかと、こういうこと
ですかね。 
【委 員】  毎年、割と剰余金があるけど。 
【事務局】  そうですね、５年度のところが６,８００万というのが、要は４年度の
余ったお金を、年度末積み立てるという部分なので、今年度の分はまだ決算が出てい
ませんから、もちろん、もし今年度１億余れば、それは翌年度のほうに見込めるもの
ではあるかなとは思うんですが。 
【委 員】  そうすると、このゼロというのはまだ分からないと。 
【事務局】  そうですね、いつも年度末にその前年度分を精算しているんです。今
年度の末に積み立てるのは４年度の分を積み立てるんですが、もともと３,０００万
円分ぐらいは余るだろうみたいな予算を組んでいたりしていますので、それはあらか
じめ見ているものなので、実際に余っているというのは、純粋に積み立てられるのは
ちょっと減ってきている、 
【会 長】  ということだそうですが、よろしいでしょうか。どうぞ。 
【委 員】  先ほど、１１月末に県納付金の額がある程度出るので、それを御報告
いただけるというお話でしたが、その金額によっては、税率の改定というか、それに
影響が及ぶんですか。 
【事務局】  そうですね。 
【委 員】  じゃあ、例えばこの金額が分かって、足りそうだとなったら、税率は
上がらなくても大丈夫な方向性になるわけですか。 
【事務局】  もちろん、そうです。そのとおりです。ですから、今、１億５,０００
万ぐらい、本当の額の不足ですよというのは、納付金が令和５年度並みでの計算をし
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ていますので、変な話、２億減りましたといったら、その分、県に入れなくてよくな
りますので、何とかもう一年行けるかなみたいな。 
 でも、結局、不足の状態が続いているということからすると、やっぱりここで、将
来的に、それがずっと減少、納付金が毎年、毎年減る見込みだということであれば、
そのまま維持していけるのかもしれないんですが、今のところ、（５）でも見ていると
おり、不足額が５億とか、今そういう状態で、実は一般会計からの繰入金というのは、
法律で決まっている以外の補塡してもらっているお金になるんです。 
 つまり、国保事業というのは独立会計にはなっていまして、特別会計ということで、
その枠だけで本来はやりくりをしなければいけない会計なんですけれども、ただ、国
民健康保険なんかは、皆さんが退職したりした後に通る可能性の高い保険ですので、
やはり将来のために、維持していかないといけないという観点もあって、一般会計の
ほうから補塡をしてもらっている部分があるんです。だけども、そう潤沢に出しても
らえるものでもないので、むしろ減らしてくださいというふうに言われている状況も
ございまして、国からもそれを減らしなさいと。国のほうの言い分は、国からもちゃ
んと国保に支援をそれなりにするのでと言っているんですが、実際はそんなに潤沢に
回ってきているわけじゃなくて、やっぱりやりくりは、どこもずっと厳しい状況が続
いています。 
 根本からすると、国保に入っている方というのは、やっぱり会社を辞めて年金暮ら
し、そういう方が多いんです。所得のある人は会社の保険です。そうすると、低所得
者がどうしても多い。高齢者も多い。そうすると、非常に所得割という税収もなかな
か見込めないといいますか。そういった構造的な課題がずっとございまして、それは
国に対して、全国の市町村から、もっと国からお金を出してくださいよと、お願いは
ずっとしているんですけれども、なかなか本当に潤うぐらいまでは出ていない状況で
す。 
【委 員】  結論は出ないと思うんですけれども、１１月中にはその数字が出てく
るということなんでしょうか。 
【事務局】  はい。今、あくまで仮のということで、一旦１１月上旬ぐらいには示
されるだろうと。最終的に決まってくるのは１月末ということなので、ぎりぎりまで
議論はとは思っております。 
【委 員】  それで、会議日程の資料がありましたけれども、これから、この協議
会をその数字が出てくるタイミングで開いていくといったようなことでしょうか。 
【事務局】  そうですね。 
【会 長】  ありがとうございました。ちょっとこの資料に関しましては、これか
ら議論につながっていく内容なのかなと思うので。 
【委 員】  これは、１人当たりの保険税の４万円の差というのは、各市によって
当然、保険税率が違うと思うんですけど、所得の差とか、そういうのも加味してくる
わけですか。 
【事務局】  そうですね、先ほど、所得割、均等割、平等割、３つありますね。横
浜とか川崎は、たしか所得割のほうが。 
【委 員】  それのほうが高いんですね。前、改定のときにそれを聞いたことがあ
ります。 
【事務局】  そうですね、２方式で、その３つ、かけていないところもあるんです。 
【委 員】  そうですか。 
【事務局】  そうすると、同じ１０万円の方にしても、所得割と均等割、平等割と
３つあれば、所得割がちょっと少なめにしても大丈夫なんですけど、そういう２方式
にしちゃうと、所得割の率がやはり高くなる。そうすると、所得の多い方はそういう
市町村に行くと高くなってくるんじゃないかと。そういう、いろいろ案分するときの
考え方がやはり市で違っています。 
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【会 長】  それって、県で運営しているので、これからならしていくとか、そう
いうのってあるんですか。 
【事務局】  あります。実は、ちょっと今回、その話をしなかったんですが、標準
税率という、今までは各市が各地域だという、そういう考えだったんですけど、神奈
川県が１つの地域だと、今、そういう考えになりますので、そうすると、神奈川県内
どこへ行っても同じ税率、保険料率になるように、今、いろいろやりくりをスケジュ
ールを立てているんです。 
 今の見込みですと、令和１８年度には、県内は統一するという方向です。 
【会 長】  じゃあ、大分先の話なんですね。 
【事務局】  そうですね。ただ、もともと高く取っているところと、低く取ってい
るところの差があって、それをならしていくというのは非常に時間がかかると思うん
です。いきなり低いところが、ある日、これになりましたというときに、すごく上が
るわけです、年間に１万、２万とか。高いところは、逆に下がるというところもある
のかもしれませんけど。 
 今の伊勢原は、じゃあ、どのぐらいかというと、納めている金額は真ん中ぐらいな
んです。だけれども、先ほど言ったように、基金を使ったり、一般会計から出しても
らったり、その分を除いたら、全然足りていないので、やっぱり最終的には、そうい
うのを活用しなくても保険税だけで賄えるようにしていくには、ちょっとずつ上げて
いかないと、追いついていかないとは思うんですけど。 
【会 長】  なるほど、ありがとうございました。何か、御質問とか。それでは、
いろいろ疑問等あるかもしれませんが、ちょっと時間が押しておりますし、今後、こ
の点に関しましては議論をしていくことになると思いますので、先に行かせていただ
きたいと思います。 
 それでは、データヘルス計画のほうの御説明をお願いいたします。 
【事務局】  それでは、資料の２、５ページ、６ページになるんですが、本市では、
平成２０年度から特定健康診査、特定保健指導に関する実施計画というものを策定し
ております。受診率向上に向けた取組を行ってきたんですけれども、被保険者のさら
なる健康維持・増進に努めるために、保健事業の展開ですとか、重症化予防とか、網
羅的に保健事業を進めていくことが求められていたということもございまして、効果
的に、効率的に保健事業が実施できるように、平成３０年度に、特定健康診査の計画
も一緒に含めた一体的なデータヘルス計画というものを策定しております。 
 今年度をもって、計画期間が一度終了するということで、現在、策定を進めている
ところでございまして、今回は本当にざっくりとした全体の概要ですが、御説明をさ
せていただきます。 
 ５ページになります。データヘルス計画（案）の概要ということで、１番の趣旨・
期間でございますが、レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持増進
のための事業計画として「データヘルス計画」を策定し、ＰＤＣＡサイクルに沿った
効果的・効率的な事業を実施していきます。 
 なお、特定健康診査の実施計画を一体的に作成をいたします。 
 根拠につきましては、国民健康保険法に基づく保健事業の実施に関する指針という
ことでございます。 
 期間は、６年間です。来年の令和６年度から令和１１年度の間の６年間の計画とな
ります。 
 計画の位置づけでございますが、伊勢原には一番大きな計画として、伊勢原市第６
次総合計画というのがございます。その中に健康増進に関する計画ということで、健
康いせはらという計画がございます。それと連携をするような形で、位置づけのほう
はしております。 
 項番３の計画の構成でございますが、序章から第６章までございまして、計画策定



- 14 - 

にあたってという前振りのところと、国保を取り巻く状況ということで、第１章、加
入者とか、医療費の状況などを記載します。第２章では、健康診査の分析、それから
健康課題の抽出をします。第３章で、これまでつくっていた健康診査の実施計画、こ
れをこの中に取り込みます。第４章では、保健事業の実施計画ということで、その他
のということでございますので、重複受診対策とか、ジェネリック医薬品の利用促進
とか、そういったことも盛り込みます。第５章では、個人情報の保護ということで、
データの記録方法とか、そういったところを盛り込みます。第６章は、計画の推進と
いうことで、周知とか、公表ですとか、そういったことを盛り込むこととなっていま
す。 
 右側の項番４、計画の内容でございます。データヘルス計画全体の目的ごとに評価
の指標を定めることとしております。１つ目の項目Ａですが、保健事業の対象者の把
握ということで、特定健診の実施率、これは全体の実施率と、あとは４０歳から４９
歳の実施率、こういったものを指標とします。 
 項目Ｂ、生活習慣病の予防では、特定保健指導の実施率、それから特定保健指導に
よって対象者がどれぐらい減ったかという減少率、それから、医療機関への受診勧奨
実施率と、こういったものを指標とします。 
 項目Ｃでは、糖尿病性腎症重症化予防ということで、ＨｂＡ１ｃ、これはヘモグロ
ビンＡ１ｃとよく言われるもので、過去１から２か月間の平均の血糖値の値になりま
すが、これが８％以上の者の割合、それから８％以上の者の人数、そして、特定健診
の未受診者に対する治療が中断している者の割合、それから、同じく人数、こういっ
た指標を入れています。項目のＤでは、医療費適正化ということで、重複受診・投薬
状況の改善、それからジェネリック医薬品利用率の向上、こういった評価指標を設定
することとします。 
 この星印のところなんですが、神奈川県共通でこの指標を盛ることになりましたの
で、県内同一の指標を経年でモニタリングできるようになるということと、ほかの保
険者と比較したり、そういう客観的な状況を把握することができるようになるという
ことになっております。 
 項番５、評価・見直しです。６年間の計画ですが、３年後に中間評価を行いまして、
達成状況等の進捗管理を行います。また３年たった後に、最終年に総合的な評価を行
います。 
 最後、６番ですが、今後のスケジュールでございます。１１月に議会の関係の教育
福祉常任委員会という保健福祉に関する協議をする委員会がございまして、そちらの
ほうに計画の説明をします。社会福祉審議会という、保健福祉部で福祉に関すること
の協議をする諮問機関がございまして、そちらのほうにも、こういう計画をつくりま
すよという御説明をします。 
 それから、１２月から１月にかけて、パブリックコメントを実施し、２月にはまた
同様に、議会の関係と社会福祉審議会のほうに、こういった計画というのを全体の案
のほうのお示しをして、御意見をいただきながら、３月には策定すると。３月末には
なると思いますが、今そういった予定でございます。 
 次の６ページになりますが、５ページのほうは、データヘルス計画、大枠の計画に
なりまして、その中の、第３章に特定健康診査の実施計画というものを盛り込みます
ので、その内容でございます。１番の趣旨と期間につきましては、まず特定健康診査
自体がメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防対策に係る事業計画と
いうことになりますので、そういった実施方法及び成果目標に関する基本的事項を定
めて、生活習慣病の早期発見・早期治療に努めるものでございます。 
 繰り返しになりますが、データヘルス計画の中の第３章・５章・６章の中に、この
特定健康診査に関する事項が盛り込まれます。 
 根拠につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律にございます。 
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 期間は、データヘルス計画と同じ令和６年度から１１年度の６年間になります。 
 項番２の、第３期の目標値と実績ということでございます。特定健康診査と特定保
健指導、それぞれ、まず実施状況ということで、実績のほうを載せまして、目標と実
績ということで盛り込まれます。 
 項番３の目標値でございますが、これは６年度から１１年度までの目標を立て、そ
れに近づけるよう、いろいろな受診勧奨とか、そういったこともやっていくというこ
とでございます。ただ、国の基本方針で示されている目標値が、現在の実績値と非常
に乖離している、差があるというところもございまして、神奈川県では、国保事業に
ついて、運営方針というものを定めるんですが、その中で、神奈川県はこれぐらいの
目標にしようよと、そういう目標値が設定される。もう少し低い目標値が設定される
と思われます。 
 右側の項番４です。目標達成に向けた取組ということで、特定健康診査につきまし
ては受診率の向上を目指し、より受診しやすくなるよう、実施方法等の改善に取り組
むということ。 
 それから、特定保健指導につきましても、利用率の向上を目指し、利用者の利便性、
ライフスタイルに合った利用方法の周知強化、保健指導の目的や必要性等の趣旨啓発
に取り組みますと。 
 そして、項番５でございます。特定健康診査等の実施ということで、実際にどうい
うふうに実施をしていくのか。特定健康診査につきましては、現在、医師会様のほう
を通じて委託をして、医療機関で実施をしていただいておりますが、項目は、これは
決まった項目がございまして、基本的な健診項目が、問診、身体計測等、こちらに書
いてあるとおり。詳細な健診項目として、貧血検査、心電図、眼底検査、そういった
項目がございます。 
 また、特定健康診査に併せて、上乗せして、追加で行う健診項目としても、血液検
査、尿検査、こういった項目を、伊勢原市の特定健康診査として実施するということ
を記載いたします。 
 （２）の特定保健指導でございます。こちらも現在やっておりますが、外部委託で
保健指導機関に委託をして、実施をいたします。そういった項目です。 
 項番６、主な変更点は、第４期ということで、３期から少し変わる部分もございま
す。特定健康診査については、脂質の検査において、空腹時血糖とか、随時血糖とか
あるんですが、今までの空腹時の血糖以外にも、随時の中性脂肪による血中脂質検査
が可能となること。 
 そのほかにも、質問票の中に喫煙・飲酒とか、そういう項目があるんですが、少し
詳細化されます。それから、指導の希望、もし引っかかったら、指導を受けますか、
そういう質問があるんですが、そこのところも、受けませんという人が出てしまうの
で、そこも少し見直すこととなっています。 
 特定保健指導につきましては、現在の実績評価に、今度はアウトカム評価というこ
とで、腹囲、体重とかもどれぐらい減りました、そういった評価指標を盛り込むこと
となっております。 
 それから、初回面接の分割実施ということで、指導するときに、そういった測定値
がそろった時点で、じゃあ、指導しましょうといったところを、それぞれの基準が何
点かあるんですけれども、その基準ごとに分けて指導もできるようになります。 
 今後のスケジュールにつきましては、データヘルス計画の中で行いますので、一緒
となります。 
 説明は以上です。 
【会 長】  ありがとうございます。これも、今後のこの審議会の中で案が提示さ
れて、それを私どもで検討するというような機会があるということでよろしいわけで
すね。 
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【事務局】  そうですね。 
【会 長】  分かりました。ちょっと時間が押しておりますので、もし御意見があ
ったら、１つ、２つお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。どうぞ。 
【委 員】  すみません、５番の特定健康診査等の実施の中の健診項目で、基本的
な健診項目の血液検査、尿検査と、健診項目上乗せの血糖と尿、これは何か違いがあ
るんですか。 
【事務局】  この上乗せ分の健診につきましては、血糖の検査は基本的には空腹時
血糖を取るんですけれども、お食事とかを取られて健診を受ける方も中にはいらっし
ゃいますので、随時の血糖の場合は上乗せ健診項目として取り扱っていただいており
ます。 
 尿検査、尿潜血については、基本項目以外の検査項目となりますので、上乗せ分と
いうふうな形で取らせていただいております。 
【委 員】  そうすると、血糖の上乗せはＡ１ｃを測るということですか。 
【事務局】  Ａ１ｃのほうにつきましては、基本項目になります。随時血糖で測っ
た人を、追加項目の費用の項目として取り扱っています。 
【委 員】  そういう機械を装着して、常時測っている項目を検査するということ
ですか。上乗せ健診項目の随時の血糖というのは。 
【事務局】  随時血糖は、お食事をされた方の血糖のことです。 
【委 員】  常時、血糖値を測る項目ではないんですね。 
【委 員】  基本は、空腹時なわけですね。だから、前夜の９時以降は食事をしな
いで、採血するのは空腹時。食べちゃっているとか、中途半端な時間帯の場合には、
例えば一般には、食後２時間血糖とか、１時間血糖、これを随時取るというので、本
来は空腹でやるものということですね。 
【委 員】  ありがとうございました。 
【会 長】  それでは、時間が押して申し訳ありません。いろいろと、今後の検討
事項というのも出てまいりましたので、頭の中に留め置いていただきまして、今後の
審議会にお願いできればと思います。 
 それでは、この後、その他項目、よろしくお願いいたします。 
【事務局】  資料３の御説明をいたします。こちらにつきましては、第２回以降、
開催日程等についてということで、今後の予定についての御説明となります。 
 今回、議題にもありましたように、今年度につきましては、保険税の税率改定、県
への納付金等、まだ未確定な要素もあるんですけども、税率改定を予定するというこ
とで、検討はしております。加えまして、データヘルス等の計画の改定を行うと、そ
ういった年になっておりますので、全体としましては、全５回の協議会の開催を予定
したいと思っております。 
 まず、次回、第２回の予定につきましては、早速ですが、来月、１１月下旬を予定
しております。議題としましては、国民健康保険税の税率等の見直し、こちらについ
て御審議いただくために、諮問を予定しております。併せまして、データヘルス等の
計画についても、第２回以降も議題としておりまして、税率の見直しと併せまして、
皆様の御意見を頂戴したいと考えております。 
 第３回、こちらにつきましては１２月の下旬を予定しております。引き続きまして、
税率の見直しについて、データヘルス等計画についての協議ということで、皆様の御
意見を頂戴したいと思っております。 
 第４回、こちらについては、さらに１か月後ということにはなるんですが、翌年１
月の下旬を予定しております。こちらにつきましては、税率の見直しにおいて頂戴し
た御意見等を踏まえまして、答申（案）をまとめさせていただきたいと思っておりま
す。 
 最後、第５回ということで、こちら、３月、年度末を予定しております。あくまで
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税率改定をするという前提でのお話になってくるんですけれども、３月議会において、
税率等に係る条例改正等を実施されるといったことを見込みまして、税率改正の内容
であったり、それを踏まえた令和６年度の当初予算額についての説明、また、令和５
年度、今年度の財政運営状況についての御説明といったものを議題としております。 
 また、データヘルス等計画につきましても、この部分については、出来上がりとい
うことでのご報告かと思いますので、こちらについても議題としております。 
 以上、日程についてはあくまで予定ということで置かせてもらってはおりますが、
改めて開催に際しましては、事前に調整をさせていただきたいとは思っております。
何分、開催期間は短くて、日程調整についても短い期間での、こういう形になってし
まいます。御多忙中、大変恐縮ではございますけれども、皆様に御協力をいただけれ
ばと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
 では、駆け足になりましたが、私からは以上となります。 
【会 長】  ありがとうございます。会議日程は立て込んでおりますので、どうぞ
よろしくお願いしたいと思います。 
 それでは、これで議事が全て終了しましたので、議長の座を降ろさせてていただい
て、事務局にお返しいたします。ありがとうございました。 
【事務局】  ありがとうございました。では、本日の会議録につきましては、作成
の後、あらかじめ会長の承認を得た上で、委員の皆様には郵送させていただきますの
で、よろしくお願いいたします。 
 では、これをもちまして、第１回国民健康保険運営協議会を終了いたします。 
 本日は大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 
 

―― 了 ―― 


